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都道府県医師会長 殿 

 

                                                        日 本 医 師 会 

会長  松本 吉郎 

（公 印 省 略） 

 

 

 

「医師法施行規則及び歯科医師法施行規則の一部を改正する省令」について（通知） 

（美容医療関係） 

 

 

 

今般、医師法施行規則及び歯科医師法施行規則の一部を改正する省令（令和８年厚生 

労働省令第 62号）が別添のとおり公布され、令和８年３月 31日から施行となりました。

併せて、各都道府県知事宛てに、厚生労働省医政局長より「医師法施行規則及び歯科医

師法施行規則の一部を改正する省令について（通知）」が発出された旨、厚生労働省医政

局長より本会宛てに事務連絡がありました。 

 

  美容医療については、令和７年６月より厚生労働省医政局において開催された「美容

医療の適切な実施に関する検討会」での検討を踏まえ、同年 11月にとりまとめられた同

検討会報告書において、「美容医療における診療録について、患者の主訴や希望する処置

といった各診療の実態を確認するために必要な内容を記載させる必要がある」とされた

ところです。本改正は、美容医療を行う場合に、診療録に記載されるべき内容を明確化

するものです。 

 

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知いただき、貴会管下医師会、

及び関係医療機関等に対し、周知方、ご高配の程よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

以上 



 

 

医 政 発 0 4 0 3 第 ６ 号 

令 和 ８ 年 ４ 月 ３ 日 

 

 

公益社団法人 日本医師会会長 殿 

 

 

厚生労働省医政局長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

 

「医師法施行規則及び歯科医師法施行規則の一部を改正する省令」につい

て（通知） 

 

 

 標記について、別紙のとおり各都道府県知事宛て通知しましたので、その内

容について御了知いただきますようお願いいたします。 

 

 

 



 

 

医 政 発 0 4 0 3 第 ５ 号 

令 和 ８ 年 ４ 月 ３ 日 

 

各都道府県知事 殿 

 

 厚生労働省医政局長 

          （ 公 印 省 略 ）  

 

 

「医師法施行規則及び歯科医師法施行規則の一部を改正する省令」の公布につ

いて（通知） 

 

 

医師法施行規則及び歯科医師法施行規則の一部を改正する省令（令和８年厚

生労働省令第 62 号）については、別添のとおり公布され、令和８年３月 31 日

から施行されることとなりました。 

今回の改正の趣旨、概要等は下記のとおりですので、貴職におかれては、こ

れを御了知いただくとともに、貴管内の市町村（特別区を含む。）、保健所、関

係団体等に対し、周知をお願いいたします。 

 

記 

 

１．改正の趣旨  

○ 医師法（昭和 23 年法律第 201 号）第 24 条第１項及び歯科医師法（昭和

23 年法律第 202 号）第 23 条第１項の規定に基づき、医師又は歯科医師は、

診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければな

らないこととされており、その記載事項としては、医師法施行規則（昭和

23年厚生省令第 47号）第 23条及び歯科医師法施行規則（昭和 23年厚生省

令第 48号）第 22条において、病名及び主要症状（各第２号）等が定められ

ている。 

○ 令和６年６月より厚生労働省医政局において開催された「美容医療の適切

な実施に関する検討会」において、美容医療を行う医療機関において、診療

録に記載する必要のある事項が適切に記載されていない事例があり、保健所

等における問題事例の把握を困難としていることが報告された。これを踏ま

え、同年 11月にとりまとめられた同検討会報告書において、「厚生労働省に

おいて、保健所等が立入検査等を行った際に指導等に実効性を持たせる観点
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から、診療録について、患者の主訴や希望する処置といった各診療の実態を

確認するために必要な内容を記載させる必要がある」とされたところである。 

○ 美容医療以外の一般の医療は、傷病の予防や治癒、症状の軽減や機能回復

等を目的として行われるものであり、客観的に確認することができる患者の

症状に基づいて治療が選択されるのに対し、美容医療は、美容を目的とした

治療であることから、患者の個人的・抽象的な要望・悩みを把握した上で治

療が選択される。 

○ こうした特性を踏まえ、今般、美容医療を行う場合に診療録に記載される

べき内容を明確化する省令改正を行う。 

 

２．改正の概要 

○ 医師法施行規則第 23 条第２号及び歯科医師法施行規則第 22 条第２号に 

おいて規定している記載事項について、美容医療を行う場合にあっては、患

者の主訴や希望する治療の内容が含まれる旨を明確化する。 

○ その他所要の改正を行う。 

 

３．施行期日 

○ 施行期日：令和８年３月 31日 
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